
平成２４年度 在宅医療連携拠点事業
活動の進捗報告 

医療法人 博愛会 頴田病院 
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在宅医療連携 

拠点事業所 

頴田病院 

市町村 
飯塚市役所 

地域包括支援センター 

市町村 
嘉穂・鞍手保健福祉 

環境事務所 

郡市医師会 

飯塚医師会 

事業推進のコアメンバーの招集 

  運営準備ＷＧを７月に設置 

    （２ヶ月に１回） 

１．具体的な活動 

 

 
１） 事業の推進体制構築 

  （１）運営準備ワーキンググループの設置 
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When What／ How Who 

５月２９日 福岡県医療介護部医療指導課との顔合わせ及び事業説明 頴田病院 

６月８日 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所健康増進課への事業説明 頴田病院 

６月１３日 飯塚医師会へ事業説明及び事業活動協力のお願い(訪問) 頴田病院 

７月６日 飯塚医師会担当理事へ事業説明及び事業活動協力のお願い(訪問) 頴田病院 

７月１１日 厚生労働省主催の事業説明会に参加 飯塚医師会、飯塚市役所、 

頴田病院 

７月１９日 飯塚市役所保健福祉部高齢者支援課への事業説明 頴田病院  

７月２０日 地域包括支援センターとの実務担当者レベルによる会合 飯塚市役所、頴田病院 

  

７月２５日 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所健康増進課の平成２４年度在宅医療推
進事業との事業計画のすり合わせ 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

頴田病院 

８月６日 飯塚歯科医師会への事業説明及び事業活動協力のお願い 頴田病院 

８月７日 飯塚薬剤師会への事業説明及び事業活動協力のお願い 頴田病院 

８月８日 飯塚市居宅介護支援事業所連絡協議会への事業説明及び事業活動協
力のお願い 

頴田病院 

８月２２日 嘉穂・鞍手地域在宅医療推進事業協議会への出席及び事業説明 

  

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

頴田病院 

９月７日 嘉麻市役所高齢介護課へ事業説明及び事業活動協力のお願い 頴田病院 

９月７日 桂川町役場健康福祉課へ事業説明及び事業活動協力のお願い 頴田病院 

１０月５日 飯塚医師会理事会にて事業説明 頴田病院 

１０月１７日 嘉飯地区訪問看護ステーション連絡協議会にて事業説明及び事業活動
協力のお願い 

頴田病院 

（２）在宅医療連携拠点事業の説明（会）実施 
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目的： ■ 拠点事業の活動推進 

          ■ 多職種連携の推進  

          ■ 地域の問題解決・緩和 

 

委員： 
  ‣社団法人飯塚医師会‣社団法人飯塚歯科医師会‣社団法人飯塚薬剤師会 

  ‣飯塚居宅介護事業所連絡協議会‣嘉飯訪問看護ステーション連協議会 

  ‣社団法人福岡県作業療法協会‣福岡県医療ソーシャルワーカー協会 

    ‣飯塚市役所高齢者支援課‣嘉麻市役所高齢介護課‣桂川町役場健康福祉課 

オブザーバー：‣福岡県庁保健医療介護部医療指導課・薬務課‣飯塚市立病院 

  

開催頻度：２ヶ月に１回 

 

（３）在宅医療連携協議会の設置 
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日 付 内 容 参加職種 

平成２４年 
１０月１９日 

「在宅医療連携拠点事業所とは」 
    頴田病院 院長 本田 宜久 

「他職種連携の在り方のついて」 
    永芳医院 院長 内野 利昭 

形式：講演会 

 

共催：飯塚市、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

 

 

医師：３名 

歯科医師：１名 

看護師：１６名 

薬剤師：１１名 
介護支援専門員：４２名  

MSW：４名等 

参加者合計 ９５名 

 

平成２４年 
１１月１５日 

「症例検討 末期がん患者の退院支援事例」 
頴田病院 医師 大杉 泰弘 

形式：パネルディスカッション 

 

共催：飯塚市、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

 

 

医師：６名 

歯科医師：３名 

看護師：２４名 

薬剤師：１４名 
介護支援専門員：５５名 

MSW：１１名等 

参加者合計 １３９名 

平成２５年 

２月１６日 
「他職種に対する質問タイム～他の職種が普段
どんな仕事をしているのか在宅医療・介護の現
場での役割などを遠慮なく質問しましょう～」 

 永芳医院 院長 内野 利昭 

「他職種による在宅療養支援」 
頴田病院 医師 大杉 泰弘 

形式：講演会・グループワーク 

 

共催：飯塚医師会、歯科医師会、薬剤師会 

飯塚市、嘉麻市、桂川町、 

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 

医師：１７名 

歯科医師：２名 

看護師：２４名 

薬剤師：２１名 
介護支援専門員：３５名 

MSW：８名等 

参加者合計 １４１名 

 （１） 在宅医療・介護連携研修会（３回） 

２）多職種の顔の見えるネットワークづくり 
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（２） 在宅医療・介護連携支援室の設置（平成２５年２月） 

           ・ 医師、看護師（介護支援専門員）、ＭＳＷを配置 

           ・  行政との相談窓口の情報を共有化 

        ・  リーフレットを地域住民へ配布    

（３） 地域包括支援センターとの連携 

         ・ 定期的に市町村・地域包括支援センターを訪問し、今後 

     の連携のあり方について協議 

               ・ 医師や社会福祉士を派遣し、センター職員との交流及び 

      講義を実施  

  

 

   

      

年月日 テーマ   主 催 

平成24年5月31日 「症例検討」 ケアマネジャー、看護師による事例提供 飯塚市役所高齢者支援課・地域包括支援センター 

平成24年9月19日 「最新の在宅医療事情と在宅医療連携拠点事業」 飯塚市役所高齢者支援課・地域包括支援センター 

・市内居宅介護支援事業所 

平成25年2月18日 「在宅医療連携拠点事業所と地域包括支援センターとの 

連携の在り方について」 
桂川町役場健康福祉課・地域包括支援センター・ 

町内居宅介護支援事業所 

平成25年3月21日 「医師が求めるケアマネ」（仮） 嘉麻市役所高齢介護課・地域包括支援センター・ 
市内居宅介護支援事業所 6 



 （４） 薬局との連携－居宅療養管理指導の標準化－ 

    薬剤師会と２ヶ月に１回会合を実施 

    （連携薬局数：１８） 

   ・ 居宅療養管理指導依頼シートの作成 

   ・ 緊急時の連絡網の作成 

   ・ 麻薬応儒体制の整備 

 

３）在宅医療バックアップシステムの構築 

   ・ 実地研修の提供体制の準備 

   ・ ２４時間在宅医療バックアップ体制の構築 

   ・ 強化型支援病院として在宅支援診療所と連携 
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４） ＩＴを活用した医療・介護従事者間の情報共有システム 

  整備 
カナミック社と契約し、１１月より一部の
薬局、訪問看護ステーション、居宅介護
支援事業所と試行的に運用を開始した。 

利点として、患者情報の一元化を図り場
所を選ばずに情報共有ができる。懸念
される個人情報の守秘については、同
システム自体が厚労省の個人情報のガ
イドラインにのっとり作成されているため、
信頼性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

５） 地域住民への普及啓発 

市民向けに、 

 ① 在宅医療とは何か？ 

 ② 地域での活動の紹介 

 ③ 在宅医療・介護に関する相談窓口を 

掲載したリーフレットを作成し、各市町村や
福祉センター等へ配布を行った。 
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今年度の取り組みは主に２点 
（１）災害時に必要なＡＥＤや衛星電話等の備品購入と貸し出しの周知 

   各代表者で構成された在宅医療連携協議会において、備品   

 の必要時の貸し出しについて周知した。当面、メンテナンスを 

 含めた保管は拠点事業所で 行うことにした。 

（２）災害時における在宅酸素が必要な患者の支援体制の構築  
   運営準備ワーキンググループの中で、飯塚市役所総務部総務 係防災 

 安全係、市内をカバーしている業者８ヶ所（全９ヶ所）と協議した。 

   現状は、市内の在宅酸素利用者は１４０人程度、人工呼吸器利用者は 

 ９０人程度が見込まれることを共有した。 

   具体的な取り組みとして、市のワンストップ防災伝達システムによるメ－ 

 ル配信への登録を参加事業者全てに登録してもらうこと、地区の民生委員の 

 連絡先を在宅酸素業者へ配布、避難先公民館の電圧の確認を実施するとし、 

 今後も継続して会合を設ける予定となっている。 

６）災害時における在宅療養患者の支援体制の整備 
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７）その他の取り組み 
 

 （１）専門職のレスパイトケアサービスニーズに   

    関する調査（集計中） 
  対象：市内の訪問看護ステーション、居宅介    

      護支援事業所職員 ９３ヶ所へ発送 

 

 （２）医療・介護資源マップ作成 

 

 （３）地域リーダー養成研修への協力 

  

 （４）北九州ブロック拠点事業所発表大会開催 
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・ 研修会への参加者が増加した 

・ ＴＶニュースやメディアに取り上げられるように 

 なり、地域での関心が高まった 

・ 従来、在宅医療・介護の地域課題を共有し、   

 解決・緩和に向けての議論する場がなかった  

・ それぞれの機関や職種が本事業を機会に 

 一つになれた 

 （情報共有・顔見知りの関係構築） 
・ 近隣の市町村からも研修会開催の要望が 

 届いている 

   

２．具体的な取り組みと地域の在宅医療連携に 

 与えた効事業の推進体制構築 
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■ 本事業の対象エリアの問題 
 職能団体や県域の保健所の対象エリアが広域であることから、飯塚市とそ 
の周辺地区を合わせ二市一町を対象とする活動が望ましかった。様々な関係
機関との連携については、今年度は各事業ごとに判断、柔軟に対応した。 

 近隣の各市町村の連携のためには、各自治体等による拠点事業所が増え
る必要がある。 

■ 在宅医療への移行患者数の把握 
 今年度は、推進体制の構築に時間を要したため、地域で在宅医療を希望す
る患者数の把握には直接は結びついてはいないが、多職種の従事者に対し
ては効果が可視化できた。今後は関係機関の協力も得て、地域単位で在宅医
療患者の数を把握するしかけをつくり、数字を追っていく必要がある。 

■ ＩＴ情報共有システムの共有範囲と運用の資金 
  今年度は一部の事業所と試行運用することで、システムの問題を明らか   

 にした。今後は、地域の事業所と共有する範囲や、今後の継続運用の資  

 金をどう工面するかが課題である。 

 ３．困難であった点、その克服法など 
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■ 事業の継続 

 事業の性格上、単年度でできないことは明白である。
顔のみえる関係を さらに深め、スムーズな連携を維持
向上するために、ＩＴシステムの運用、在宅医療連携協
議会の継続的開催が必要である。来年度以降も事業の   

継続が是非とも必要である。 

 

■ 県、市町村、郡市医師会との連携 

 民間病院がこの事業を推進体制を展開するには、更な
る県、市町村と郡市医師会との連携が不可欠である。 

 
 

 ４．今後の課題 
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